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介護サービス事業者 

のための運営の手引き 

（令和６年度版） 

 

相模原市 福祉基盤課 

介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されます

ので、常に最新情報を入手するようにしてください。 
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【基準条例及び条例施行規則について】 

 

●訪問リハビリテーションの基準条例及び条例施行規則を次のとおり制定しております。 

 
 
■条例により引用した基準省令■ 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

第37号） 

なお、条文中「省令」と記載があるものに関しては、原文のとおり記載しておりま

す。 

○訪問リハビリテーション事業所と介護予防訪問リハビリテーション事業所を一体的

に運営する場合 

指定訪問リハビリテーション事業者と指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け、かつ、両事業を同一の事業所において一体的に運営している場

合については、訪問リハビリテーション事業の人員基準及び設備基準を満たすことに

よって介護予防訪問リハビリテーション事業の基準も満たします。 

  
 
■市ホームページ、条例等の掲載場所■ 

○相模原市公式ホームページ（ＵＲＬ：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/） 

→ 子育て・健康・福祉 → 介護・介護予防 → 介護の事業者向け情報 

→ 事業運営に係る基準・申請書等 → 介護サービス事業者等の基準条例等について 

 
 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

(平成31年相模原市条例第13号) 

相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行

規則(平成31年相模原市規則第27号) 

<運営の手引きにおける記載方法について> 

この運営の手引きにおいては、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションで、内容が基本的に同じもの

は１つにまとめ、訪問リハビリテーションの文言で記載している場合があります。 

この場合は、介護予防訪問リハビリテーションについて、次の例を参考に適宜読み替えてください。 

例：訪問リハビリテーション→介護予防訪問リハビリテーション、要介護→要支援、 

居宅介護支援→介護予防支援、居宅サービス計画→介護予防サービス計画 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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１ 条例の性格 
 

◆指定居宅サービスの事業の一般原則  

・ 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければなりません。 

・ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付

きを重視し、市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス

及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。 

・ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

・ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、介護保険等関連情報そ

の他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなりません。 
 

◆条例の性格  

・ 条例は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めた

ものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなりません。 
 

● 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、

指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかに

なった場合には、 
 

相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 
 

相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、 

当該勧告に対する対応等を公表し、 
 

正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を 

定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができます。 

（③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示します） 
 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判

明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができます。 
 

● ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を

取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができます。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

ア 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス

を利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 
 

● 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営

をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該

事業者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準

及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注

意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行わないものとされています。 

Ⅰ 条例の性格、基本方針等 

 
①勧告 

 

②公表 

 

③命令 
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● 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への

参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであることとされていま

す。 

 

２ 基本方針 
 

＜訪問リハビリテーション＞  
 

・ 指定訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の

居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身

の機能の維持回復を図るものでなければなりません。 
 

 

＜介護予防訪問リハビリテーション＞  
 

・ 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければなりません。 
 

 

３ 取扱方針 
 

＜訪問リハビリテーション＞ 

●基本取扱方針  

・ 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリ

テーションの目標を設定し、計画的に行われなければなりません。 

・ 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を

行い、常にその改善を図らなければなりません。 
 

●具体的取扱方針 

指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものです。 

・ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基

づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行わなけれ

ばなりません。 

・ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行わなければなりません。 

・ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなりません。 

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければなりません。 

・ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者

に対し、適切なサービスを提供しなければなりません。 

・ それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評
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価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告しなければなりません。 

・ リハビリテーション会議（訪問リハビリテーション計画又は通所リハビリテーション計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介

護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービスの関係者（以下「構成員」

という。）により構成される会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利

用者又はその家族が参加する場合は、利用者等の同意を得なければなりません。）をいう。）の開催

により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有

するように努め、利用者に対し、適切なサービスを提供しなければなりません。 

 

＜介護予防訪問リハビリテーション＞ 

●基本取扱方針  

・ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければなりません。 

・ 事業者は、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。 

・ 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生

活を営むことができるよう支援することが目的であることを常に意識しなければなりません。 

・ 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提

供に努めなければなりません。 

・ 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図るなどの方法により、

利用者が主体的に事業に参加するよう適切に働きかけなければなりません。 

 

●具体的取扱方針 

サービスの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとされています。 

・ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情

報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利

用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を

行います。 

・ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、利用者の日常生活全般の状況及び希望

を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し

なければなりません。 

・ 介護予防訪問リハビリテーション計画は、すでに介護予防サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければなりません。 

・ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得、交付しなければなりませ

ん。 

・ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関

から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機

関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を

把握しなければなりません。 

・ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定

を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び

介護予防通所リハビリテーションの目標と当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について

整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第１２６条第２号か

ら第５号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、

第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができます。 

・ サービスの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利
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用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行わなければなりま

せん。 

・ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリ

テーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わな

ければなりません。 

・ 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはなりません。 

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければなりません。 

・ 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供を行わなければなりません。 

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリ

テーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成する

とともに、医師に報告しなければなりません。 

・ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画

に基づくサービスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービス提供期間が終了するまでに、

少なくとも１回は、当該計画の実施状況の把握（「モニタリング」）を行わなければなりません。 

・ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に

応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行わなければなりません。 

 

● 介護予防サービス計画に基づきサービスを提供している指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業者については、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、利用

者の状況を把握・分析し、介護予防訪問リハビリテーションの提供によって解決すべき問

題状況を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、

担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供するサービスの具体的内容、所要

時間、日程等を明らかにするものとする。なお、介護予防訪問リハビリテーション計画の

様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えありません。 

 

【リハビリテーション会議について】 

リハビリテーションマネジメントの強化を図るため、訪問リハビリテーション事業者は、事業所の専門職

に加え、介護支援専門員や他のサービス事業者が参加する「リハビリテーション会議」（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意をえなければならない。）を開催し、

リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう

努めてください。 

 

○構成員  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員（指定介護予防支援基

準第２条第１項に規定する担当職員及び同条第２項に規定する介護支援専門員）、居宅

サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者（介護予防サービス

計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者）、看護師、准看護師、介護

職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等 

        （必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加） 

 

※リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものですが、家庭内暴力等により

その参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加できない場合は、

必ずしもその参加を求めるものではありません。 

※リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成員がリハ

ビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図っ

てください。 
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●国Ｑ＆Ａ 【平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月1日）】 

＜リハビリテーション会議について＞ 

（問81）リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 

（答）利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専

門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員とな

って実施される必要がある。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問82）介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構

成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開

催したものと考えてよいのか。 

（答）サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成員によって、ハビリテ

ーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を共有した場合は、リハビリテーシ

ョン会議を行ったとして差し支えない。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（問83）リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という

形をとるのか。 

（答）照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ること

が必要である。 
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１ 従業者の員数 

 

＜訪問リハビリテーションの従業者について＞ 

事業所ごとに、置くべき従業者の員数は、次のとおりです。 

（１）医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数 

・ 専任の常勤医師が１人以上勤務していることが必要です。 

・ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院又は診

療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力がある場合

に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し

支えありません。 

・ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護老

人保健施設又は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として

足るものです。 

また、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院

又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力が

ある場合に限る。）と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医

師が、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足る

ものです。 

（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上 

・ 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リ

ハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適当数置かなけ

ればなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●国Ｑ＆Ａ【平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）】 

（問61） 

指定訪問リハビリテーションの人員基準において常勤医師の配置が必要であるが、常勤医師

が１名の診療所や介護老人保健施設において指定訪問リハビリテーションを実施する場合、

当該医師の他にもう一人の常勤医師を雇用する必要があるか。 

（答）必要ない。 

（問62） 

指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビ

リテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行なっ

ても居宅等サービス基準を定める条例の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。 

（答）よい。 

 

 

Ⅱ 人員基準について 

訪問リハビリテーション事業所と介護予防訪問リハビリテーション事業所を一体的に運営する

事業所の人員基準は？ 

指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け、かつ、両事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定訪問リハビリテーション事業の人員基準を満たすことをもって、指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業の人員基準を満たしているものとみなすことができるものとされています。 
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 用語の定義  
 

『勤務延時間数』 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供の

ための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数をいい

ます。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすることとなります。 
 

『常 勤』 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき

時間数（１週間に勤務すべき時間数が、32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していること

をいいます。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、

利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務す

べき時間数を30時間として取り扱うことを可能とします。また、同一の事業者によって当該事業所に併設

される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えら

れるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達してい

れば、常勤の要件を満たすものであることとされています。 
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１ 設備及び備品等  

＜訪問リハビリテーションの設備及び備品等について＞ 

指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であ

って、事業の運営を行うために必要な広さ（利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペー

ス）を有する専用の区画を設けているとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければなりません。 

設備及び備品等については、当該病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における

診療用に備え付けられたものを使用することができます。 

 

● 専用の区画については、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が明確に

特定されていれば構いません。 

● 特に、感染症予防に必要な設備等に配慮する必要があります。 
 
 

ポイント 

（相談室） 

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮する必要があります。 

（感染症予防） 

手指を洗浄するための設備等、感染症予防に必要な設備等に配慮する必要があります。 

 

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 事務室と相談室が同じ区画に設置されていたが、相談室の区画にパーテーション等の遮へい物等

が設置されておらず、相談室が相談に対応するのに適切な利用者のプライバシーに配慮したスペー

スとは認められなかった。 

 

 

 

 

Ⅲ 設備基準について 
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１ サービス提供の前に 

（１）内容及び手続の説明及び同意 

サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制などの重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければなりません。 

※ 「サービス提供開始についての同意」は、利用申込者及びサービス事業者双方を保護する観点から、

契約書等の書面によって契約内容について確認してください。 

ポイント 

● 重要事項を記載した文書（＝重要事項説明書）に記載すべきと考えられる事項は次のとおりです。 

ア 法人及び事業所の概要（法人名称、事業所名称、事業所番号、併設サービスなど） 

イ 事業所の営業日、営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間 

ウ 指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

エ 従業者の勤務体制（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

オ 通常の事業の実施地域 

カ 事故発生時の対応 

キ 苦情・相談体制（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談及び苦情の窓口も記載） 

ク その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 

（従業者の研修機会の確保、衛生管理、秘密の保持など） 
 

※ 重要事項を記した文書を交付して説明した際には、利用申込者が重要事項の内容に同意したこと及び当該

文書の交付を受けたことが確認できるようにしてください。 

※ 重要事項を記した文書と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。 

※ 利用者が相模原市以外の被保険者の場合は、その利用者に係る保険者(市町村)及び国民健康保険団体連

合会の苦情・相談窓口についても併記してください。 

 

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 利用申込者へ重要事項説明書を交付していなかった。 

・ 利用申込者へ重要事項を説明したことは記録されていたが、重要事項説明書を交付したことが記

録されておらず、交付したことが確認できなかった。 

 

 

（２）堤供拒否の禁止  

正当な理由なく、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供を拒んではなりません。 

ポイント 

・ 原則として、利用申込に対しては応じなければなりません。 

・ 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁止されています。 

・ 提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、 

① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③ 利用申込者の病状等により、利用申込者に対し自ら適切な指定（介護予防）訪問リハビリテーショ

ンを提供することが困難な場合、などが想定されます。 

Ⅳ 運営基準について 
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(３)サービス提供困難時の対応  

事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認

めた場合は、利用申込者に係る居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）への連絡を行い、適当

な他の指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じ

なければなりません。 

 

（４）受給資格等の確認 

・ サービスの利用申込があった場合は、その者の提示する介護保険被保険者証によって、被保険者

資格、要介護（要支援）認定の有無及び認定の有効期間を確かめるものとされています。 

・ 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、サービスを提供す

るように努めなければなりません。 

 

（５）要介護・要支援認定の申請に係る援助  

・ 要介護（要支援）認定を受けていない利用申込者については、要介護（要支援）認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ

て速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。 

・ 居宅介護支援（介護予防支援）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認める

ときは、要介護（要支援）認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護（要支援）認

定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

 

２ サービス提供の開始に当たって 

（１）心身の状況等の把握  

サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）が開催

するサービス担当者会議、利用者及びその家族との面談等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばなりません。 

 

（２）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第６４条各号のいずれにも該当

しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（介護予防サービス計画）の

作成を居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等

により、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供を法定代理受領サービスとして受けることができ

る旨を説明すること、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）に関する情報を提供することその

他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければなりません。 

 

（３）居宅サービス計画（介護予防サービス計画）に沿ったサービスの提供 

・ 居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）により居宅サービス計画（介護予防サービス計画）が

作成されている場合には、当該計画に沿った指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供しなけれ

ばなりません。 

 

（４）居宅サービス計画（介護予防サービス計画）等の変更の援助 

・ 利用者が居宅サービス計画（介護予防サービス計画）の変更を希望する場合は、当該利用者に係

る居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）への連絡その他の必要な援助を行わなければなり

ません。 
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■ 指 導 事 例 ■ 

・ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員に連絡しないまま、訪問リハビリテーション事業所の判断

でサービス提供を行う時間帯を変更していた。 

ポイント 

・ （１）及び（３）～（４）については、他の介護保険サービス事業者、特に居宅介護支援事業者又は介護予防

支援事業者との密接な連携が必要となります。 

 

 

３ サービス提供時 

（１）身分を証する書類の携行 

・ 事業者は、理学療法士等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族

から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければなりません。 

 

（２）サービスの提供の記録 

・ サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、居宅介護サービス費（介護予防サービス

費）の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画（介護予防サービス計画）を記載した書

面又はこれに準ずる書面に記載しなければなりません。 

・ サービス記録について、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければなりません。 

ポイント 

・ サービス提供の記録は、契約解除、施設への入所等により、利用者へのサービス提供が完結した日から

２年間又は介護給付費の受領の日から５年間のいずれか長い期間保存しなければなりません。 

 
  

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況、実際にサービスを提供した時間等につ

いて記録されていなかった。 

 

記録の整備 参照 
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４ サービス提供後 

（１）利用料等の受領 

・ 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、利用者から利用者負担として、負

担割合証に記載の負担割合相当額の支払いを受けなければなりません。 

＜参考＞生活保護等の低所得利用者負担の軽減措置 

・ サービスの提供に要した費用について、利用者から支払いを受けたものについては、「負担割合証

に記載の負担割合分」と「その他の費用」に区分し、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載し、領

収証を交付しなければなりません。 

ポイント 

・ 利用者負担を免除することは、指定の取消等を直ちに検討すべき重大な基準違反とされています。 

・ 指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業で、サービスを提供するに当たって利用者から利用者負

担分以外に支払を受けることができるのは、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービ

スを提供した場合の交通費のみです。 

・ サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。 

・ 領収証には、サービスを提供した日や利用者負担分の算出根拠である介護報酬の請求単位等、利用

者が支払う利用料の内訳について、利用者がわかるように区分して記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保険給付の請求のための証明書の交付  

・ 償還払を選択している利用者から利用料の支払（10割全額）を受けた場合は、サービスの内容、費

用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求するに当たって必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければなりません。 

 

 

 

◎生活保護等の低所得利用者負担の軽減措置 
 

・ 生活保護法では、『介護扶助』により、生活保護受給者の介護サービスの需要に対

応しています。介護扶助は、原則介護保険の給付対象と同一です。 
 

・ 生活保護受給者に介護サービスを提供するためには、介護保険法の指定とは別に

生活保護法の指定を受ける必要があります（介護事業・介護予防事業とも個別に指定

を受ける必要があります）。 

※ 生活保護法の指定を受けていない事業者については、生活保護受給者へのサ

ービスを行うことができません。 
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５ サービス提供時の注意 

（１）訪問リハビリテーション計画の作成 

＜訪問リハビリテーション計画の作成について＞ 

１ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病

状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければな

りません。 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、利

用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとしたものです。利用者の

希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留意点、リハ

ビリテーション終了の目安・時期等を記載してください。 

② なお、①が原則ですが、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画

的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療

できない場合には、別の医療機関の医師から情報を受けて、当該情報をもとに訪問リハビリテー

ション計画を作成しても差し支えありません。 

③ 訪問リハビリテーション計画の目標や内容等について、利用者及びその家族に理解しやすい方

法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行う必要があります。 

２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければなりません。 

訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問リハビリ 

テーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更してください。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、当該計画を交付しなけ

ればなりません。 

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関 

から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成し

たリハビリテーション実施計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施

計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければなりません。 

 その際、リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合におい

ては、当該文書にリハビリテーション実施計画書の内容（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－ ２－ １の項目である「本人・家族等の希望」

「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビリテーションの長

期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自主トレ指導含む）」「リハビリ

テーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継続理由」「リハビリテーションの終了目

安」）が含まれていなければなりません。 

ただし、当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合にあっては、当該

医療機関の名称及び提供を依頼した日付を記録に残してください。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か

つ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の

状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び

通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合

性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、通所リハビリテーション計画に係

る基準を満たすことをもって、訪問リハビリテーション計画に係る基準を満たしているものとみなすこと

ができます。 
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【ポイント】 

・ 通所リハビリテーションと一体的な計画を作成する場合は、各々の事業の目標を踏まえたうえで、

共通目標を設定します。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利用者に

対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、目的及び具体

的な提供内容等を１つの目標として分かりやすく記載するよう留意してください。 

・ 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に従いリハビリテ

ーションを実施した場合には、診療記録を一括して管理しても差し支えありません。 

・ 居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業所から求めがあった場合には、訪問リハビリ

テーション計画を提供することに協力するよう努めてください。 

 

＜リハビリテーションの実施手順について＞ 

平成２１年の介護報酬改定においてリハビリマネジメント加算が本体報酬に包括化された趣旨を踏ま

え、リハビリテーションの実施は以下の手順を踏まえて行われることが望ましいとされています。 

ア 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が多職種

協同によりリハビリテーションに関する解決すべき課題の把握（「アセスメント」という。）とそれに基づく評

価を行って訪問リハビリテーション計画の作成を行うこと。 

イ 必要に応じ、介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業所のサービス担当者に対してリハビ

リテーションに関する情報伝達（日常生活上の留意点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅サ

ービス計画の変更の依頼を行うこと。 

ウ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を

見直すとともに、その内容を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

エ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、

終了後に利用予定の居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や他の居宅サービス事業所のサ

ービス担当者等の参加を求めること。 

オ 利用終了時には、サービス担当者会議等を通じて、居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員

や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。 

 

＜介護予防訪問リハビリテーション計画の作成について＞ 

 「具体的取扱方針」をご覧ください。 

 

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 訪問リハビリテーション計画を作成せずに、サービスを提供していた。 

・ 介護支援専門員が作成する居宅サービス計画が変更されていたにもかかわらず、訪問リハビリテ

ーション計画書の見直し、変更を行っておらず、居宅サービス計画と訪問リハビリテーション計画の内

容にズレが生じていた。 

・ 訪問リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明していなかった。 

・ 訪問リハビリテーション計画について、利用者の同意を得ていなかった。同意を得た旨の記録が確

認できなかった。 

・ 訪問リハビリテーション計画を利用者に交付していなかった。交付した記録が確認できなかった。 
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（２）利用者に関する市町村への通知  

利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなけ

ればなりません。 

① 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態（要支援状態）

の程度を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

６ 事業所運営 

（１）管理者の責務  

・ 管理者は、従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その

他の管理を一元的に行わなければなりません。 

・ 管理者は、従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければなりま

せん。 

 

（２）運営規程  

・ 事業所ごとに、事業所の名称や所在地といった基本情報のほか、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 営業日及び営業時間 

エ 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

オ 通常の事業の実施地域 

カ 虐待の防止のための措置に関する事項 

キ 事故発生時の対応 

ク 業務に関して知り得た秘密の保持 

ケ 苦情及び相談に対する体制 

コ 従業者の研修の実施に関する事項 

サ その他市長が必要と認める事項 

ポイント 

・ 運営規程は事業所の新規指定申請の際に作成し、添付書類として提出してください。 

・ 指定後に、事業所名称、所在地、営業日、利用料等、運営規程の内容に変更が生じた場合、変更の都度、

運営規程も修正しなければなりません（修正年月日、修正内容を末尾の附則に記載することで、事後に変更

内容の確認がしやすくなります）。 

 

（３）勤務体制の確保等  

・ 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、作業療法士、理学療法

士又は言語聴覚士の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければ

なりません。 

・ 事業者は、従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければなりません。 

・ 事業者は適切な訪問リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより作

業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければなりません。 
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ポイント 

・ 理学療法士等の勤務体制は、原則として月ごとに作成された勤務形態一覧表（シフト表）等により明確にし

ておく必要があります。 

・ 雇用契約の締結等により、事業所ごとに、当該事業所の指揮命令下にある理学療法士等によって訪問リハ

ビリテーションの提供を行う必要があります。 

・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第11条

第1項及び労働施策の総合的な施策並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭

和41年法律第132号）第30条の2第1項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント

やパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じる

ことが義務づけられていることを踏まえ、規定されました。事業主が講ずべき措置の具体的な内容及び事業主

が講ずることが望ましい取組については、次のとおりです。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や

同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれます。 

 イ 事業主が講ずべき措置の具体的な内容 

   事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事業主が職場にお

ける優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（令和2年厚生労働省告示第5号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりで

あるが、特に留意したい内容は以下のとおりです。 

  ａ 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者に周知・啓発すること。 

  ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

     相談に対応する担当者をあらかじめ定める等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

   なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第24号）附則第

3条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律第30条の2第1項の規定により、中小企業（資本金が3億円以下又は従事使用

する従業者の数が300人以下の企業）は、令和4年4月1日から義務化となりました。適切な勤務体制

の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努めてください。 

 ロ 事業主が講ずることが望ましい取組について 

   パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタ

ルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）及び③被害防止のための取組

（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護

現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められているこ

とから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるに当たっては、「介護

現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理者・職員向け）研修のための手引き」等

を参考にした取組を行うことが望ましい。これらマニュアル等は、厚生労働省ＨＰに掲載されて

いるので、参考にしてください。 
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（４）業務継続計画の策定等 

・ 指定訪問リハビリテーション事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指 

定訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を 策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければなりません。 

・ 作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。 

・ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行ってください。 
 

ポイント 

・ 指定訪問リハビリテーション事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定訪

問リハビリテーションの提供を受けられるよう業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、

訪問リハビリテーション従業者に対して、必要な研修及び訓練（シュミレーション）を実施しなければならないこ

ととされました。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準では事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあた

っては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましいです。 

・  業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・

事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の

業務継続ガイドライン」を参照してください。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることか

ら、項目については実態に応じて設定してください。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定

することを妨げるものではありません。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定

することとして差し支えありません。 

イ  感染症に係る業務継続計画 

ａ  平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ  初動対応 

ｃ  感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ  災害に係る業務継続計画 

ａ  平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品

の備蓄等） 

ｂ  緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ  他施設及び地域との連携 

・ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時

の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行ってください。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時に

は別に研修を実施することが望ましいとされています。また、研修の実施内容についても記録してください。な

お、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的

に実施することも差し支えありません。 

・ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続

計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期

的（年１回以上）に実施してください。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画に

係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えありません。 
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（５）衛生管理等 

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければなりません。 

・ 設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければなりません。 

・  当該訪問リハビリテーション事業所において､感染症が発生し､又はまん延しないように、次に掲げ

る措置を講じなければなりません。 

①  事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。）をおおむね6月に

1回以上開催するとともに、その結果について、理学療法士等に周知徹底を図ること。 

    事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い

職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については

外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分

担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対策

委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的

に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必

要がある。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

    事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策

及び発生時の対応を規定する。 

      平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対

策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大

の防止、医療機関や保健所、市における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等へ

の報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関へ

の連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の

手引き」を参照されたい。 

③ 事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研 

修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

● 理学療法士等に対し、定期的に健康診断を実施するなどして、健康状態について把握します。 

● 衛生管理マニュアル、健康管理マニュアル等を作成し、定期的な研修の実施等によりその内容につ

いて理学療法士等に周知します。 

 

 

（６）掲示  

・ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療法士等の勤務の体制、利用料その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。 

・ 重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる 

ことにより、掲示に代えることができます。 

・ 原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません。（令和７年4月1日から義務付け

となります。） 

※ 掲示すべき内容は重要事項説明書に網羅されていますので、多くの事業所では重要事項説明書を掲示用

に加工して掲示しています。 
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（７）秘密保持等  

・ 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

てはなりません。 

・ 事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。 

・ サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）や他のサービス事

業者に対して利用者又はその家族の個人情報を用いることが想定されますが、利用者の個人情報を

用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ文書により得ておかなければなりません。 

ポイント 

・ 退職者の秘密保持については、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た秘密を保持すべき

旨を雇用時に誓約書を徴する等の方法により取り決め、例えば違約金について規定しておく等の措置を

講ずるべきとされています。 

 

 

 

 

 

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 雇用契約書、就業規則等に秘密保持に関する定めがなく、また、誓約書を徴する等の方法により秘密

保持に関する取り決めも行っていなかった。 

 

 

（８）居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 

・ 居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）による居宅サービス（介護予防サービス）事業者の紹

介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）又はその従業者に対

し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産

上の利益を供与してはなりません。 

ポイント 

・ このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

 

（９）苦情処理  

・ 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません。 

・ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の受付日、内容等を記録しなければなりません。 

・ 提供したサービスに関し、市町村や国保連が行う調査等に協力するとともに、指導や助言を受けた

場合には、必要な改善を行い、その内容を報告しなければなりません。 

 

 

 

 

 

●個人情報保護法の遵守について 
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が厚生労働省から 

出ています。ご確認ください。 

  （http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html） 

 

◎「必要な措置」とは？ 

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体

制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利

用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に苦情に対する措置

の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつウェブサイトに掲載すること等です。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html
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（苦情に対するその後の措置） 

● 事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内

容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行わなければなりません。 

 

※ 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、あらかじめ事業所として苦情処

理に関するマニュアルを作成し、従業者に研修等を通じてその内容について周知しておくことが望ま

しいとされています。 

 

（10）市町村が実施する事業への協力 

・ 事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派

遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければ

なりません。 

ポイント 

・ 「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その

他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれます。 

 

（11）事故発生時の対応  

・ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければなりません。 

・ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。 

・ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行

うため、損害賠償保険に加入してください。 

ポイント 

・ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止のための対策を講じる必要があります。 

・ 事故に至らなかったが事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと事

故に結びつく可能性が高いものについては、事前に情報を収集し、未然防止策を講じます。 

・ 事故が発生した場合の連絡先及び対応方法については、あらかじめ事業所で定め、理学療法士等に

周知します。 

・ どのような事故が発生した場合に市へ報告するかについて把握しておいてください。 

・ 事業者による損害賠償の方法（保険の内容）について把握しておく必要があります。 

・ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その

分析を通じた改善策を理学療法士等に周知徹底する体制を整備しておく必要があります。 
 

◎具体的に想定されること 

・ 事故等について報告するための様式を整備すること。 

・ 理学療法士等は、事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、事故報告に

関する様式に従って事故等について報告すること。 

・ 事業所において、報告された事例を集計し、分析すること。 

・ 事例の分析に当たっては、事故等の発生時の状況等を分析し、事故等の発生原因、結果等をとりまと

め、再発防止策を検討すること。 

・ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

・ 再発防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 
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◎研修の実施 

事故等の再発防止に向けて、事故等の内容について研修を行うなど、事業所の理学療法士等に周

知徹底してください。 

※ 事故が発生したときに適切に対応するため、あらかじめ、事業所として事故発生時の対応に関する

マニュアルを作成し、従業者に研修等を通じてその内容について周知しておくことが望ましいです。 

 

（12） 虐待の防止 

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行 

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 事業所において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

  ④ ①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。  ①から③に掲げる措置を

適切に実施するための担当者を置くこと。 

ポイント 

○ 虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を

及ぼす可能性が極めて高く、事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりませ

ん。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応については、「高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17法律第124号。以下「高齢者虐待防止

法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重

が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じてください。 

  ・虐待の未然防止 

    事業者は高齢者の尊厳の保持・人格の尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供に

あたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業者にそ

れらに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する要

介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要です。 

  ・虐待等の早期発見 

    事業所の従業者は、虐待等又はセルフネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場

にあることから、これらを早期に発見できるよう必要な措置（虐待等に対する相談体制、市の通報

窓口の周知等）がとられることが望ましいです。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る

相談、利用者から市への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

  ・虐待等への迅速かつ適切な対応 

    虐待が発生した場合には、速やかに市の窓口に通報される必要があり、事業者は当該通報の

手続が迅速かつ適切に行われ、市等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることと

する。 

〇 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成
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する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要であ

る。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであること

が想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との

連携等により行うことも差し支えない。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹

底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるための方

法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する

こと 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

〇  虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問リハビリテーション事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目

を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

〇  虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に

基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定通所介護事業者が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待

の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研

修で差し支えない。 
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〇  虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定訪問リハビリテーション事業所における虐待を防止するための体制として、３番目の〇から６

番目の〇までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該

担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同

一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・施設等との担当の兼務については、担当者とし

ての職務に支障がなければ差し支えない。 

 

（13） 会計の区分 

・ 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの事業会計とその他

の事業会計を区分しなければなりません。 

 

 

 

ポイント 

・ 収入については、国保連からの介護保険給付だけでなく、利用者から徴収した利用者負担分について

も会計管理する必要があります。 

・ 会計の区分は、法人税等の適切な納税の観点からも適正に行わなければなりません。 

 

（12） 記録の整備  

・ 従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければなりません。 

・ 記録の保存期間については、記録の種類に応じて次に掲げる期間の保存が必要です。 

(１)訪問リハビリテーション計画 

(２)具体的なサービスの内容等の記録 

サービス提供の完結の日から２年間又は介

護給付費の受領の日から５年間のいずれ

か長い期間 

(３)身体的拘束等の記録及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

(４)市町村への通知に係る記録 

(５)苦情の内容等の記録 

(６)事故に係る記録 

サービスの提供の完結の日から２年間 

(７)介護給付費の請求、受領等に係る書類 

(８)利用者から支払を受ける利用料の請求、

受領等に係る書類 

(９)従業者の勤務の実績に関する記録 

(10)その他市長が特に必要と認める記録 

介護給付費の受領の日から５年間 

 

※ （１）～（２）には、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所が医療機関（病院又は診療所の

「みなし指定事業所」）である場合には（１）～（２）の内容を記載した診療録その他の診療に関する

記録を含みます。 

ポイント 

・ 提供の完結の日とは、契約終了、契約解除及び施設・病院への入所・入院等により利用者へのサービ

ス提供が終了した日ということです。 

◎具体的な会計処理等の方法について 

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号）」参照 
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（1３） 暴力団排除 

（13） 暴力団排除 
事業所は、その運営について、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号）に

規定する暴力団等から支配的な影響を受けてはなりません。 

① 暴力団 

その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不

法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。 

② 暴力団員等 

暴力団員(暴力団の構成員をいう)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいい

ます。 

③ 暴力団経営支配法人等 

法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融

資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいいます。 

④ 暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの 

法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいいます。 
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１ 訪問リハビリテーション費の算定について 
 

（１）訪問リハビリテーション費 

訪問リハビリテーション費        ３０８単位／回 

介護予防訪問リハビリテーション費  ２９８単位／回 

 通院が困難な利用者に対して、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づ

き、指定（介護予防）訪問リハビリテーションを行った場合に算定できます。 

なお、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、当該事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、別に厚生労働大臣が定める基準

に適合するものに対して指定（介護予防）訪問リハビリテーションを行った場合は、注14（注１２）の規

定にかかわらず、算定できます。 

（厚告１９別表４イ注１  厚労告１２７別表３イ注１） 

○算定要件（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等） 

  注１の厚生労働大臣が定める基準に適合するもの 

次のいずれにも該当する者 

イ  医療機関に入院し、当該医療機関の医師の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作 

業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。 

  ロ  当該利用者が入院していた医療機関から、当該指定訪問リハビリテーション事業所に対し、当該 

利用者に関する情報の提供が行われている利用者であること。 

  ハ 指定訪問リハビリテーションの提供を受けている日前の１月以内に、イに規定する医療機関から 

退院した利用者であること。 

 

算定の基準について（老企第３６号 第２の５（１）  老計発第0317001号第２の４（１）） 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事

業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３か月以内に行われた場合に算

定します。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、

別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指定訪問リハビリテーションの必

要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該

リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った

別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３か月以内に行われた場合に算

定します。 

   この場合、少なくとも３か月に１回、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行っ

た医師に対して訪問リハビリテーション計画について医師による情報提供を行ってください。 

② 指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの

実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーション

の目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー

ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうち１以上の指示

を行う。 

③ ②における指示を行なった医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

Ⅴ 介護報酬請求上の留意点について 
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当該指示に基づき行ったことを記録してください。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、訪問リハ 

ビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療機関において、当該医療機関の医師 

の診療を受け、当該医療機関の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士～リハビリテーション 

の提供を受けた利用者に関しては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的 

取り組みについて」（令和6年3月15日老老発0315 第２号）の別紙様式２－ ２－ １をもって、保険医療機 

関から情報提供を受けた上で、当該事業所の医師が利用者を診療し、記載された内容について確認 

して、指定訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別 

紙様式２－ ２－ １をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよい 

こととします。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の

診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成してください。 

  ⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の

評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、

その後はおおむね３月ごとに評価を行ってください。 

  ⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビリテーションの

継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画に指定訪問リハビリテーションの継続利用

が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載

してください。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して、１回当たり

２０分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定します。ただし、退院（所）の日から起算し

て３月以内に、医師に指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週１２回まで算定可能です。 

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医師の

指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して訪問リハビリ

テーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の

時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないこととします。なお、介

護老人保健施設又は介護医療院による訪問リハビリテーション実施にあたっては、介護老人保健施

設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意してください。 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員

を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハ

ビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達してください。 

⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関す

る訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記

録するものとします。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは 

往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、 

当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にしてください。 
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●国Ｑ＆Ａ【平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）】 

（問58）保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は

呼吸器リハビリテーション（以下、疾患別リハビリテーション）と１時間以上２時間未満の通所リハ

ビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リ

ハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。 

（答） 次の４つの条件を満たす必要がある。 

１ 訪問リハビリテーションにおける20分のリハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリ

テーションの１単位とみなし、理学療法士等１人あたり１日18単位を標準、１日24単位を上限

とし、週108単位以内であること。 

２ １時間以上２時間未満の通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従

事した時間を、疾患別リハビリテーションの１単位とみなし、理学療法士等１人あたり１日18単

位を標準、１日24単位を上限とし、週108単位以内であること。 

３ 疾患別リハビリテーション１単位を訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの20分

としてみなし、理学療法士等１人当たり１日合計８時間以内、週36時間以内であること。 

４ 理学療法士等の疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーショ

ンにおけるリハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。 

（問63）1日のうち連続して40分以上のサービスを提供した場合、２回分として算定してもよいか。 

（答） ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが２０

分以上である限り、連続していてもケアプランの位置づけ通り複数回算定して差し支えない。 

   ただし、訪問リハビリテーションは、１週に６回を限度として算定することとなっていることに注意さ

れたい。 
 

●国Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）】 

（問24）訪問リハビリテーションの算定基準に係る留意事項に「理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事

業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情

報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与

のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 

（答） リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当する他

のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。また、福祉用具貸与のみを利用し

ている場合であっても、本基準を満たす必要がある。 
 

●国Ｑ＆Ａ【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）】 

（問90）医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、一定の要

件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔

の実施及び一体的取組について」（令和6年3月15日老老発0315 第２号）の別紙様式２－ ２－ １をリ

ハビリステーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始してもよいとさ

れている。 

（１）情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一

の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該者を診療し、

様式２－２－１を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一

であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。 

（２）医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテーションと通所リ

ハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式２－２－１による情報提供の内容を、共通の

リハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 

（答）(１) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。 

ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。 
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   （２） 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の 

状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーシ 

ョン及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容 

について整合が取れたものとなっていつかを確認すること。 
 

■ 指 導 事 例 ■ 

・ 医師の診療の日から3か月を超過し、訪問リハビリテーション費を算定していた。 

・ 1回当たり20分以上のサービスを行っていない場合に、訪問リハビリテーション費を算定していた。 

 

（２）指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビ

リテーションを行った場合 

   別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない

利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき50単位を所定単位数から減

算します。 （厚告１９別表４イ注14  厚労告１２７別表３イ注12） 

○算定要件（厚生労働大臣が定める基準） 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画 

的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行って 

いる医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。 

⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 

⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問 

リハビリテーション計画を作成すること。 

ロ イの規定に関わらず、令和6年6月１日から令和９年３月３１日までの間に、次に掲げる基準のいずれ 

にも適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーシ 

ョン費の注14（前述の事業所の医師がリハビリテーション計画の作成にかかる診療を行なわなかった 

場合の単位数）を算定できるものとする。 

(1)  イ(1)及び(3)に適合すること。 

(2)  イ(2)に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。 

＜留意事項＞ 

   訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基

づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成するものです。 

この減算は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的

管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療

機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外とし

て基本報酬に50単位を減じたもので評価したものです。 

① 「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医

師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－ ２－ １のうち、本人・家族等の希望、健康

状態・経過、心身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリ

テーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、十分に記載できる情報の提供

を受けていることをいいます。 

② 当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について、確認の上、リ

ハビリテーション計画書に記載しなければなりません。 
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③ ただし、医療機関から退院後早期にリハビリテーションの提供を開始する観点から、医療機関に

入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関

する情報の提供が行われている者においては、退院後1ヶ月以内に提供される訪問リハビリテー

ションに限り、当該減算は適用されないことに留意してください。 

 

●国Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）】 

〇事業所の医師が診察せずにリハビリテーションを提供した場合の減算 

（問26） ※「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.12）（令和４年７月20日）」にて一部修正  

別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテ

ーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受け

てリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師

が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料

等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医

機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 

（答） 含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提

供を行う日が属する月から前 36 月の間に合計６単位以上（応用研修のうち、「フレイル予防・対

策」「地域リハビリテーション」「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビ

リテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか１単位以上を含

むこと。）を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーシ

ョン事業所等の医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。 

 

（３）「通院が困難な利用者」について（平成１２年３月  老企第３６号 第２の５（３）） 

平成18年3月  老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老第0317001号 第２の４（３）） 

・ （介護予防）訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされている

が、指定通所リハビリテーションのみでは、家庭内におけるＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、

着衣、入浴、排せつ等）の自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテー

ションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は、（介護予防）訪問リハビリテー

ション費を算定することができます。 

・ 「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系

サービスを優先すべきということです。 

 

（４）急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を 

行った場合の取扱い（厚告１９別表４イ注12  厚労告１２７別表４イ注10） 

・ 指定（介護予防）訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及

び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の（介護予防）訪問リハ

ビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示（特別指示書の交付）を行った場合は、当該指示

（交付）の日から14日間を限度として医療保険の給付の対象となり、介護保険の（介護予防）訪問リ

ハビリテーション費は算定しません。 

※ 「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行っ

た場合」とは、保険医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の

（介護予防）訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で療養を

行っている利用者であって通院が困難なものに対して、（介護予防）訪問リハビリテーションを行う旨の

指示を行った場合をいいます。この場合は、その特別な指示の日から14日間を限度として医療保険

の給付対象となるため、（介護予防）訪問リハビリテーション費は算定できません（老企第３６号第２の

５（13）、老計発第0317001号第２の４（11））。 
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（５）他のサービスとの関係（厚告１９別表４イ注13  厚労告１２７別表４イ注11） 

・ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を受けている間は、訪問リハビリテ-ション費は算定できません（介護予防を含む）。 

 

 

（６）記録の整備について（老企第３６号 第２の５（18）  老計発第0317001号第２の４（16）） 

・ 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）に対して行った

指示内容の要点を診療録に記入します。 

理学療法士等は、訪問リハビリテーション計画の内容を利用者に説明し、記録するとともに、医師

の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておいてください。

なお、当該記録を医療保険の診療録に記載する場合は、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区

別できるようにしてください。 

・ リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者ごとに保管され、常に

当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧できるようにしてください。 
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２ 加算・減算等 

 

（１）リハビリテーションマネジメント加算 

 

訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算  （厚告１９別表４イ注９） 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリ

テーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、１

月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

できません。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、１月につき270単位を加算する。 

リハビリテーションマネジメント加算イ 180単位／月 

リハビリテーションマネジメント加算ロ 213単位／月 

 

○算定要件（厚生労働大臣が定める基準 十二）  

イ リハビリテーションマネジメント加算イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等

に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。 

(2) 訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容について医師へ報告する

こと。 

（3） ３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテ

ーション計画を見直していること。 

（4） 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専

門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために

必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 

(5) 以下のいずれかに適合すること。 

① 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サー

ビス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る

従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地

から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問

リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門

的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

（6） （1）から（5）までに掲げる基準のいずれにも適合することを確認し、記録すること。 

 

ロ リハビリテーションマネジメント加算ロ  次のいずれにも適合すること。 

(１) イ(1)から（6）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(２) 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ

テーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。 
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＜留意事項＞（老企第３６号 第２の５（10）） 

① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質の向上を図るため、多職種が共同して、

心身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提

供できているかを継続的に管理していることを評価するものである。なお、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を

含む、リハビリテーションマネジメントに係る実務等については別途通知（「リハビリテーション・個別機

能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照すること。 

 

② リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス

等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者

及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。 

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる

等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠

席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。 

 

③ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以

下この③において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。 

 

④ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の算定要件である厚生労働省への情報の提出については、

「科学的介護情報システム（Long-termcare Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」とい

う。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システ

ム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参

照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサ

イクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

   提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の「維持向上に資するた

め、適宜活用されます。 
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●国Ｑ＆Ａ【平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）】 

（問52）リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテー

ション実施の当日に指示を行わなければならないか。 

（答） 毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者の

状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーションの提供

の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。 

例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわ

たり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学療法士等

の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。 

 

●国Ｑ＆Ａ【令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）】 

（問1） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問81にて一部修正 

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用

者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 

（答）利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む

等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。 

   ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。 

（問2） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問78にて一部修正 

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家

族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 

（答）訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適

切に実施すること。 

（問3） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問79にて一部修正 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外

となるのか。 

（答） 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の

人員基準の算定に含めない。 

（問4） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問82にて一部修正 

同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を

算定することは可能か。 

（答） 可能。 

（問5） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問83にて一部修正 

事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対

し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の

算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 

（答） 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用

が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに

関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション

計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。 
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（問6） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問91にて一部修正 

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示され

たリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマ

ネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。 

（答） 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で

活用されているもので差し支えない。 

（問9） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問84にて一部修正 

リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）及び（ハ）について、同一の利用者に対し、加

算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。 

（答） 可能である。 

（問10） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問88にて一部修正 

リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通

所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされている

が、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得

れば取得できるのか。 

（答） リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に

説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテー

ションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当

該月より取得が可能である。 

（問11） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問85にて一部修正 

同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、

各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテ

ーションマネジメント加算を各々算定できるか。 

（答） それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合にお

いては、当該加算を各々算定することができる。 

    ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハビリテ

ーションの提供ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっているかは十分留意

すること。 

    単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業療法

の提供を行っている事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に関して

は別の事業所において提供されるケース等が考えられる。 

（問16） ※「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和6年3月15日）」問86にて一部修正 

訪問リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していな

い場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始する

ことは可能か。 

（答） 可能である。 
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●国Ｑ＆Ａ【令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．５）】 

（問2） リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビリ

テーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、

１月につき 270 単位が加算できるとされている。医師による説明があった月のみ、270 単位が

加算されるのか。 

（答） リハビリテーションの基本報酬の算定の際、３月に１回以上の医師の診療及び３月に１ 回以

上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、３月に１回以上、リハビリテーション

計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月 270 

単位を加算することができる。 

 

 

（２）短期集中リハビリテーション実施加算 （厚告１９別表４イ注８  厚労告１２７別表３イ注８） 

２００単位／日    

利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しく

は入院した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日又は要介護認定の効力が

生じた日（当該利用者が新たに要介護（支援）認定を受けた者である場合に限る。）から起算して３か月以

内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できます。 

＜留意事項＞ 

 （老企第３６号 第２の５（9）） 

この加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力（起居、歩行、発

話等を行う能力）及び応用的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行う能力）を

向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションをいいます。 

「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３か月以内

の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり２０分以上実施するものでなければなりません。 

 

 （老計発第0317001号 第２の４（９）） 

   集中的な指定介護予防リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定日から起算して１月以内の期

間に行われた場合は１週につきおおむね２日以上、１日当たり４０分以上、退院（所）日又は認定日か

ら起算して１月を超え３月以内の期間に行われた場合は１週につきおおむね２回以上、１日当たり２０

分以上実施する場合をいう。 

 

 

（３）移行支援加算 （厚告１９別表４ハ） 

１７単位／日    

リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援

加算として、評価対象期間(移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月まで

の期間)の末日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算します。 

○算定要件 
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イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者（以下「訪問リハビリテーショ

ン終了者」という。)のうち、指定通所介護等※を実施した者の占める割合が5/100を超えていること。 

(２)評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内

に、訪問リハビリテーション従業者が、訪問リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、当

該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、３

か月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。 

ロ １２を当該事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が25/100以上であること。 

ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハ

ビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

※「指定通所介護等」とは・・・ 

 指定通所介護、指定（介護予防）通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定（介護予防）認

知症対応型通所介護、指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、

第一号通所事業、その他社会参加に資する取組を指します。 

 

＜留意事項＞ 

・ 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能と

するための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させるも

のです。 

・ 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定通所リハビリ

テーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とはなりません。 

・ 指定通所介護等を実施した者の占める割合及び１２月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の

平均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以下は切り上げてください。 

・ 平均利用月数については、以下の式により計算してください。 

 (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

(ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対

象期間の新規終了者数の合計)÷２ 

※(ⅰ)には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又は死亡した者を含みます。 

※(ⅰ)の利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の訪問リハビリテーションを利用

した月数の合計をいいます。 

※(ⅱ)の新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の訪問リハビリテーションを利用した

者の数をいいます。また、当該事業所の利用を終了後、１２か月以上の期間を空けて、当該事業所を再

度利用した者については、新規利用者として取り扱ってください。 

※(ⅱ)の新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の利用を終了した者の数をいいます。 

・ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション終了者の居宅を訪問し、訪問リハビリテーショ

ン計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及

びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認してください。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問

いません。 

・「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移

行を推進するため、指定訪問リハビリテーション終了者が通所介護等へ移行する際に、「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－ ２―１及び２－ ２－ ２の

リハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で通所介護等の事業所へ提供してください。 

なお、その際には、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経

過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えあ
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りません。 

 

●国Ｑ＆Ａ【令和３度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）】 

（問６）「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画

書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式に

ついて、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定す

ることができないのか。 

（答）様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用され

ているもので差し支えない。 

（問１２）移行支援加算に係る解釈通知における、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利用者ご

との利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 

（答）移行支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行する等を指

標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものである。そのため、「社会参

加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしている。 

このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりである。 

 

≧ 25％ （通所リハビリテーションは≧27％） 

 

 

この平均利用月数を算出する際に用いる、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの

利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価対象期間における

サービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延 月数）を合計するものである。なお、評価対象

期間以外におけるサービスの利用は含まない。 

（問１７）移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、

訪問（通所）リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業

を実施した者」として取り扱うことができるか。 

（答）貴見のとおりである。 

（問１８）移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該

加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 

（答）同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできない。 

（問１９）利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利

用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たし

たこととなるか。 

（答）貴見のとおりである。 

（問２０）移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリ

テーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができる

のか。 

（答）貴見のとおりである。 

（問２１）移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。 

（答）よい。 

●国Ｑ＆Ａ【令和３度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）】 

12月 

平均利用月数 
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（問１４）移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した

者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるの

か。 

（答）移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者

とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開していない

者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。なお、終了後に３月以上が経過し

た場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の利用を再開した時は、新

規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再開した場合でも、終了した者として

取り扱う。 

 

 

 

（４）認知症短期集中リハビリテーション実施加算 （厚告１９別表４注１０） 

２４０単位／日    

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると

判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場

合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、１週に２日を限度として、１日につき所定単位数

を加算します。 

   ただし、「短期集中リハビリテーション実施加算」を算定している場合は、算定できません。 

 

 

＜留意事項＞ 

 （老企第３６号 第２の５（１１）） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の

認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適応

する等の能力をいう。以下同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するための

リハビリテーションを実施するものであること。 

 

② 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を

修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、

訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、１週間に２日を限度として算

定できるものであること。 

 

③ 本加算の対象となる利用者はＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉ Ｍｅｎｔａｌ Ｓｔａｔｅ Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂

長谷川式簡易知能評価スケール）においておおむね５点～25点に相当する者とするものであること。 

 

④ 本加算は、その退院（所）日又は訪問開始日から起算して３月以内の期間に、リハビリテーションを集

中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去３月の間に本加算を算定した場合

には算定できないこととする。 
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（５）口腔連携強化加算 （厚告１９別表４注１１ 厚労告１２７別表３注９） 

５０単位（１月に１回） 

○算定要件 

イ 事業所の従業者が、利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科点数表のＣ000歯

科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛

生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 

ロ 次のいずれにも該当しないこと。 

(1) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、

口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 

(2) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科

医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指

導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 

(3) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を

算定していること。 

 

＜留意事項＞ 

 口腔連携強化加算について 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげ 

る観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科 

医療機関（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口

腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関

は複数でも差し支えない。 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用 

者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式６等により提供すること。 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護 

支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提

供を行うこと。 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の 

状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔 

の実施及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の 

健康状態の確認に関する基本的な考え方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員 

を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、 

原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 
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（６）退院時共同指導加算 （厚告１９別表４ロ 厚労告１２７別表３ロ） 

  ６００単位／回 

   病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問リハビリテーション事業所の医師又 

は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指 

導（病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間 

で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリ 

ハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反 

映させることをいう。）を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問リハビリテーションを行った場合 

に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算します。 

 

＜留意事項＞ 

 退院時共同指導加算について 

① 訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共

有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して

行い、その内容を在宅での訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。 

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話

装置等の活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

④ 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医

師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所にお

いて当該加算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営

されている場合においては、併算定できない。 

 

 

（７）サービス提供体制強化加算 （厚告１９別表４ニ  厚労告１２７別表３ハ） 

指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定できません。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      ６単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）      ３単位 

 

 

○算定要件 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数７年以上の者がいること。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数３年以上の者がいること。 

 

ポイント  （老企第３６号 第２の５（17）老計発第0317001号 第２の４（12）） 

・ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成２７

年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２７年３月３１日時点で勤続年数が３年以上である

者をいいます。 

・ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし
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て勤務した年数を含めることができます。 

・ 指定（介護予防）訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）にあっては勤続年数7年以上の者が1名以上、サ

ービス提供体制強化加算（Ⅱ）にあっては勤続年数３年以上の者が１名以上いれば算定可能です。 

 

 

（８）中山間地域等における小規模事業所加算  （厚告１９別表４イ注６  厚労告１２７別表３イ注６） 

１回につき所定単位数の100分の10を所定単位数に加算 

  別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

指定訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、

当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を

所定単位数に加算します。 

●厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（Ｈ21厚労告８３一のニ 特定農山村）の市内の該当地

域は次のとおりです。 

相模原市緑区（旧津久井町（青根、鳥屋を除く）、旧藤野町（牧野を除く）） 

 

● 「厚生労働大臣が定める施設基準」（四の二）の内容は次のとおりです。 

１月当たり延べ訪問回数が３０回以下の指定訪問リハビリテーション事業所であること。 

・「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテラ

イト事業所」という。）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島

等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による（介護予防）訪問介護は加

算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による（介護予防）訪問介護

は加算の対象となります。 

・延訪問回数は前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均延訪問回数をいいます。 

・前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい

ては、直近の３月における１月当たりの平均延訪問回数を用います。したがって、新たに事業を開始し、

又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となります。平均延訪問回数については、

毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに当該加算の廃止の届

出を提出しなければなりません。 

・当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを

行う必要があります。 

 

 

 

（９）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

（厚告１９別表４イ注７  厚労告１２７別表４イ注7） 

１回につき所定単位数の100分の５を所定単位数に加算 

指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、厚生労働大臣が定める地域に

居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（居宅条例第87条第５号及び予防条例第83条

第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定（介護予防）訪問リハビリテーション

を行った場合に加算します。 

● 「厚生労働大臣が定める地域」のうち神奈川県内の該当地域は次のとおりです。 

山北町、湯河原町、清川村、相模原市緑区（旧津久井町、旧藤野町）、 

南足柄市（旧北足柄村＝内山、矢倉沢）、大井町（旧相和村＝赤田、高尾、柳、篠窪）、 

松田町（旧寄村、旧松田町＝松田町全域） 
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● 当該加算を算定する利用者については、居宅条例第83条第３項及び予防条例第82条第３項に規

定する交通費の支払いを受けることはできません。 

 

Ｑ＆Ａ【厚生労働省「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」（平成24年6月1日・老健局総務課介護保険指導室事務連絡）】 

（問７８１）月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地

域（又はその逆）に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住し

ている期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提

供分が加算の対象となるのか。 

（答）該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 

 

 

（１０）特別地域訪問リハビリテーション加算 

（厚告１９別表４イ注５  厚労告１２７別表３イ注５） 

１回につき所定単位数の100分の15を所定単位数に加算 

  別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビリテーション事業所（その一部として使用

される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務

所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域

訪問リハビリテーション加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数

に加算します。 

● 厚生労働大臣が定める地域（Ｈ24厚労告１２０三 振興山村）の市内該当地域は次のとおりです。 

相模原市緑区（旧津久井町（青根、鳥屋）、旧藤野町（牧野）） 

 

・「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテラ

イト事業所」という。）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島

等に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による（介護予防）訪問介護は加

算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による（介護予防）訪問介護

は加算の対象となります。 

・サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所を本拠とする理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士を明確にするとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサ

ービス内容等の記録を別に行い、管理すること。 
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（１１）長期利用の減算  （厚労告１２７別表３イ注１3） 

   利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防訪問

リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて指定介護予防訪問リハ

ビリテーションを行うときは、１回につき30単位を所定単位数から減算します。 

 

（厚生労働大臣が定める要件 七十八の三） 

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

イ ３月に１回以上、当該利用者に係るリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関

する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーショ

ン会議の内容を記録するとともに、当該利用者の状態の変化に応じ、介護予防訪問リハビリテ

ーション計画（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第八十六条第二号

に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画をいう。）を見直していること。 

ロ 当該利用者ごとの介護予防訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省

に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

＜留意事項＞ 

① 厚生労働大臣が定める基準をいずれも満たす場合においては、リハビリテーションマネジメントのもと、

リハビリテーションを継続していると考えられることから、減算は行わない。 

② リハビリテーション会議の開催については、指定訪問リハビリテーションと同じであることから、別途通

知（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」）を参照すること。 

③ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの

提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

④ 入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。 

 

●厚生労働省【令和３度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）】 

（問121）介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認

定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。 

（答）法第19条第２項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始され

たものとする。 

ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更及び要支援２から要支

援１への変更）はサービスの利用が継続されているものとみなす。 

 

●厚生労働省【令和３度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）】 

（問４）介護予防リハビリテーションについて、１２月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつ

となるのか。また、12月の計算方法は如何。 

（答）当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 

当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。 
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●厚生労働省【令和６度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）】 

（問11）令和６年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超

えた際の減算（12月減算）について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和６年度６月

１日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいの

か。 

（答）令和６年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12月減算を行わない場合の

要件の取扱いは以下の通りとする。 

   ・リハビリテーション会議の実施については、令和６年４～６月の間に１回以上リハビリテーション会

議を開催していれば、要件を満たすこととする。 

   ・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和６年８月１日以降

に可能となることから、令和６年７月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象

期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。 

（問12）介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算（12月減算）を行わな

い場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができ

るのか。 

（答）リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリ 

ハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。 

 厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10日

までにデータを提出した場合に要件を満たす。 

 

 

（１２）同一建物等に居住する利用者に係る減算  （厚告１９別表４イ注４  厚労告１２７別表３イ注４） 

 

指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物

若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）に居住

する利用者（指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に

50 人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定訪問リハビリテーション事業所における１

月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する

利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の９０／１００に相

当する単位数で算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内

建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場

合は、１回につき所定単位数の８５／１００に相当する単位数で算定しなければなりません。    

 

① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問リハビリテーション事業所と構造上又は外形上、一体的な 

建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問リハビリテーション事業所と建築物が道路 

等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指す 

ものです。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定訪問リハビリテーション 

事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する 

敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合など 

が該当するものです。 
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② 同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

  イ  「当該指定訪問リハビリテーション事業所における利用者が同一建物に 20 人以上居住する建物」 

とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問リハビリテーショ 

ン事業所の利用者が 20 人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟ん 

で隣接する建物の利用者数を合算するものではありません。 

ロ  この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の数 

の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除し 

て得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとします。 

③ 当該減算は、指定訪問リハビリテーション事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が 

可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもっ 

て判断することがないよう留意してください。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の

効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではありません。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければ

ならない場合 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該

指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものです。 

⑤ 同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物の定義 

イ  同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の利用者が 

50 人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものです。 

ロ  この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用います。この場合、１月間の利用者の 

数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で

除して得た値とします。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとします。 

 

●国Ｑ＆Ａ【平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）】 

（問５）月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の

すべてのサービス提供部分が減算対象となるのか。 

（答）集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受

けたサービスについてのみ減算の対象となる。（以下、略） 

（問７） 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用

者に対し訪問する場合、利用者が１月あたり２０人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の

実績で減算の有無を判断することとなるのか。 

（答） 算定月の実績で判断することとなる。 

（問８）「同一建物に居住する利用者が１月あたり２０人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の

数を指すのか。 

（答） この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当

する建物に居住する者の数をいう。（サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定

がなかった者を除く。） 
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（問11）集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である

場合にはどのような取り扱いとなるのか。 

（答）サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 

 

 

（１３）高齢者虐待防止措置未実施減算  （厚告１９別表４イ注２  厚労告１２７別表３イ注２） 

 

   虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

   ・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

   ・虐待の防止のための指針を整備すること。 

   ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施すること。 

   ・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

●厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１)（令和6年3月15日）」 

問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための

全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていな

ければ減算の適用となるのか。 

答  減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

 

問168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見し

た日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

答  過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

 

問169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全

ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない

事実が生じた場合、「速やかに改善計画を相模原市長に提出した後、事実が生じた月から3月後に

改善計画に基づく改善状況を相模原市長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が

認められた月までの間について、利用者全員について減算することとする。」こととされているが、事

業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

答  改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支え

ない。当該減算は、事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画

に基づく改善が認められた月まで継続する。 

 

 

（１４）業務継続計画未実施減算  （厚告１９別表４イ注３  厚労告１２７別表３イ注３） 

 

   以下の基準に適合していない場合 

   ・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。 

   ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

    ＊令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関

する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 
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●厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１)（令和6年3月15日）」 

○業務継続計画未策定減算について 

問164 業務継続計画未策定減算は、どのような場合に適用となるのか。 

答  感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継

続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計

画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策

定減算の算定要件ではない。 

 

問165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

答  訪問看護については、令和7年4月1日から施行となる。 

 

問166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、

「事実が生じた時点」まで訴求して当該減算を適用するのか。 

答  業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した

時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 
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［参考資料］ 

個人情報保護について 

 

 平成１７年４月から、個人情報保護法が施行され、介護保険事業者も個人情報保護法に沿っ

て事業運営をしていかなければなりません。また、同法の改正により、平成２９年５月から小

規模事業者も対象となりました。 

厚生労働省等から発出されている具体的な取扱いのガイダンス等をご確認いただくとともに、

個人情報の適正な取扱いについて各事業者で徹底していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

なお、医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いについては、法令上大きく分けて次

の取組が必要となります。上記の厚生労働省ガイダンス等に詳細が記載されていますので、ご確

認ください。 

① 個人情報の取得・利用 

（例） 利用目的を特定して、その範囲内で利用する 

利用目的を通知又は公表する 

② 個人データの保管 

（例） 漏えい等が生じないよう、安全に管理する 

従業員・委託先にも安全管理を徹底する 

③ 個人データの第三者提供 

（例） 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る 

第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、原則一定事項を記録する 

④ 保有個人データに関する開示請求等への対応 

（例） 本人から開示等の請求があった場合は、これに対応する 

苦情等に適切・迅速に対応する 

 

 

 

＜厚生労働省ホームページ＞ 

「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」 

 （http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html） 

 

○医療分野 

〔医療機関等、介護関係事業者〕 

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用） 

・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

に関するＱ＆Ａ（事例集）（平成29年5月30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

